
京都運輸支局 空調設備保守点検等その他業務仕様書

１．履行場所

・京都市伏見区竹田向代町３７

京都運輸支局（鉄筋コンクリート３造 地上３階）

㎡建築面積：８１０．２２

， ． （ ． ）延床面積：１ ７８２ ０５ 内独立行政法人使用面積６２ ００ 除く㎡ ㎡を

・久世郡久御山町田井東荒見２７－２

京都運輸支局京都南自動車検査場（鉄筋コンクリート２造 地上２階）

㎡建築面積：３８７．０１

延床面積：５４６．４１ （内独立行政法人使用面積６５．７０ 除く）㎡ ㎡を

２．履行期限

令和６年４月１日から令和７年３月３１日

３．業務仕様

（１）本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

「建築保全業務共通仕様書（令和５年版 （以下「共通仕様書」という ）に）」 。

よる。

（２）本仕様書に定めがない事項は、近畿運輸局と協議する。

４．対象業務

（１）本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。

①空調設備点検保守業務【別紙１】

②消防設備点検保守業務【別紙２】

③自家用電気工作物保安管理業務【別紙３】

④エレベーター点検保守業務【別紙４】

⑤庁舎室内環境測定業務【別紙５】

⑥受水槽保守点検業務【別紙６】

⑦庁舎清掃業務【別紙７】

⑧廃棄物収集運搬業務【別紙８】

なお、これらの業務については、個別業務の仕様書を優先する。

５．再委託等

（１）上記「 ．対象業務」について、受注者が全業務を第三者に一括委任するこ4
とは禁止とするが 「４．対象業務④～⑦」については契約担当官等の事前承、

認を条件として受注者が第三者へ再委託することを可能とする。

ただし、受注者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて受注

者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由につ



いては、受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものと

する。

（２）第三者に再委託する場合は、業務委託承認申請書（別紙様式１）を提出し承

認を得ることとする（承認の通知は落札者のみ交付することとする 。変更が）

ある場合は委託開始１０日前までに同様の申請書を提出し承認を得ることとす

る。

また、第三者に再委託する場合は、再委託先の事業者にも６．応札条件を適

用すること。

なお、承認後には「業務実施体制」及び「受注者及び一部業務委託先一覧」

（任意様式）を作成し近畿運輸局総務部会計課あて提出すること。

（３）上記「４．対象業務③・⑧」について、受注者自ら請け負うことができな

い場合は、当該対象業務の仕様書の内容を満たす事業者を選定すること。

なお、受注者は、近畿運輸局と選定事業者との契約の調整等を実施し、月々

の代金の支払いを代行するものとする。

（４）受注者自ら請け負うことができない場合は、入札説明書様式７「応札条件

証明書」に選定事業者名を記載することとする。

また、事業者を選定する場合は、選定する事業者にも６．応札条件を適用

すること。

６．応札条件

（１）上記 「４．対象事業①～②」については、平成３１年４月から令和６年、

３月（見込み）までの間に、仕様書に掲げる点検保守業務と同等以上の業務に

ついて、継続して１年以上の契約実績があるものとする。

（２）対象事業を行うために必要な知識及び技能を有するものであること。また法

令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格等を有するも

のであること。

なお、第三者に対象業務を委託する場合及び対象業務を仕様書どおり履行で

きる事業者を選定する場合は、再委託先及び選定する事業者も同様とする。

７．監督職員等

（１）施設管理担当者とは、近畿運輸局及び京都運輸支局の施設等管理に携わる職

員をいう。

（２）監督職員とは当庁舎の運輸企画専門官（総務）をいう。

８．業務の記録及び報告

（１）点検保守作業終了後、受注者は速やかに作業完了報告書を施設管理担当者の

確認印を受け、監督職員に提出することとする。なお、作業完了報告書は結果

報告書に添付する。

（２）結果報告書は点検実施月の翌月末日までに監督職員に提出する。結果報告書

様式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引



き 平成３０年版」に準拠する。ただし、報告時期の変更及び報告様式につい

て、監督職員と事前に協議し、承諾を得た場合はこの限りではない。

９．業務責任者等報告

（１）業務責任者

業務責任者とは点検保守業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の

指導等の総合的な技能を有し、業務を総合的に把握し、業務担当者の監督を行

う者をいう。

（２）業務担当者

業務担当者とは、業務責任者の監督の下、作業に従事するもので担当する設

備の保守点検等作業に関し、共通仕様書及びに関係法令に定められた資格を有

するものをいう。なお、当該資格は一人が重複して所有することを妨げない。

（３）事前報告

、 、 、受注者は 事前に業務責任及び業務担当者を定め 書面にて業務責任者及び

「 」業務担当者については設備ごとに業務担当者氏名を記載した 業務担当者名簿

を作成し、有する資格を証明する書類を添付の上、提出するものとする。

また、変更する場合も同様とする。

１０．緊急対応

（１）緊急対応体制

災害時及び故障時において速やかに対応できる緊急連絡先を、監督職員に提

出すること。

（２）受託者は、施設で発生する設備及び建築物の不具合について対応するものと

し、監督職員等からの連絡を受けた後、速やかに業務担当者を現地に派遣する

こと。

（３）機器の不具合が発生し、受注者及び再委託者において、不具合原因が特定で

、 、 。きない場合 原則として 当日中にメーカー作業員を派遣しなければならない

１１．作業打合せ

受注者は作業点検時期について、あらかじめ当庁舎の施設管理担当者と作業日時

について調整を行うとともに、作業内容についても十分な打ち合わせを行い、施設

管理担当者の了解の下、作業を実施することとする。なお、受注者は業務開始前ま

でに、任意の様式で作業員の氏名、作業時間等を施設管理担当者へ報告すること。

また、受注者は、作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場

合は、事前に施設管理担当者に連絡すること。

１２．その他

（１）作業終了後、検査職員により仕様書に基づく検査を受け、検査合格後、作業

を完了するものとする。

（２）関係官公署等に行う届出がある場合は、資料作成等の補助業務を行うこと。



（３）関係官公署の検査等がある場合は、対応すること。

（４）業務従事者は当庁舎の職員及び来庁者に対して常に懇切丁寧な態度を持って

接し、不快な印象を与えることのないよう努めなければならない。

（５）受注者は、業務従事者の労働管理及び健康管理等を適切に行い、業務従事者

に事故のあるときは代替要員を確保し、業務に支障がないよう留意するものと

する。

（６）業務を行う際に使用する仮設材・養生材については、すべて受注者の負担と

する。

（７）落札後に提出する見積書の内訳のうち「４．対象業務⑦」については、日常

業務、定期清掃、及び窓ガラス清掃の別についても記載すること。

（８）安全衛生に関する事項

受注者は、業務関係者に対して安全衛生及びその他の業務上必要な事項につ

いての指導及び教育を徹底すること。また、職員及び来庁者等の通行に支障が

生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には十分に安全確認を行っ

て事故のないようにすること。

（９）禁止事項

①業務に関係のない場所、室への入場・入室。

②業務上知り得た施設管理データ、施設資料等の情報の漏洩及び持出し。

１３．契約金額の支払

本契約は、同じ建物に存在する独立行政法人自動車技術総合機構を含めた三

者契約となる。

なお、「４．対象業務⑦」のうち、独立行政法人自動車技術総合機構近畿検

査部京都事務所の自動車検査場の便所・洗面室の清掃については、業務完了

後、契約書に基づき、独立行政法人自動車技術総合機構に請求をするものとす

る。



（別紙様式１）

業務委託承認申請書
令和 年 月 日

支出負担行為担当官

近畿運輸局長 殿

申請者

住 所

氏名及び名称

代表者氏名

「京都運輸支局 空調設備保守点検等その他業務」に関し、下記のものに委託したいの

で申請します。

委 氏名及び名称 代表者名

託 住 所

先 電 話 番 号 社員数

委 託 期 間 ～

名 称

拠

所 在 地

点

電 話 番 号 社員数

委託業務内容

委託の必要性

※添付書類 資格条件等がある場合は資格条件等がわかる書類の写し

上記について 承認・不承認 します。

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

国土交通省近畿運輸局長

日笠 弥三郎



【 】別紙１

空調設備点検保守業務仕様書

１．業務場所

京都運輸支局及び京都南自動車検査場

２．業務内容

当庁舎に設置された空調設備において、事故等による損害を未然に防止するとと

もに設備の命数延長と節減を図るため、点検、整備、測定その他保守管理に必要な

、 。ことがらを実施し 当庁舎の業務に支障を来すことのないよう措置するものとする

３．作業要領

（１）対象施設

別紙対象空調設備のとおり

（２）点検及び保守等

保守点検作業は、共通仕様第２編によるものとする。

また、以下の項目を考慮し実施すること。

イ 冷房・暖房運転シーズンイン点検の際には、エアフィルター等の洗浄を行う

こととする。

ロ 別紙対象空調設備は、各設備の概要を記載したものであるため、別紙対象空

調設備に記載されていない設備（空気調和等関連機器）であっても、当然点検

が必要と認められる設備等については点検対象に含めるものとする。

ハ 対象空調設備のうち、個別空調機の点検については、下記（３）によらず、

室外機のフィンの洗浄を冷房運転シーズンイン点検時に年１回実施し、室内機

及び全熱交換器のエアーフィルター等の洗浄を、冷房・暖房運転とも、シーズ

ンイン点検時に各１回（年２回）実施するものとする。

ニ 冷却塔については、冷房シーズンイン点検時に洗浄するものとする。

ホ 別紙対象空調設備のうち「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す

る法律」により規定される第一種特定製品（別紙対象空調設備の型式に＊印が

あるもの）については、当該法令に基づく簡易点検を３か月に１回以上実施す

るものとする （次回定期点検は、令和８年度実施予定）。

（３）保守管理期間

Ⅰ 保守期間

①冷房設備設備等保守期間 令和６年４月１日から令和６年９月３０日まで

②暖房設備設備等保守期間 令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで

Ⅱ 点検実施時期

①冷房シーズンイン点検

冷房シーズンイン試運転作業は令 和 ６ 年５月末までに行うものとする。

②冷房シーズンオン点検



冷房期間中に１回実施するものとする。

③冷房シーズンオフ点検

暖房運転シーズン保守点検時に併せて実施するものとする。

④暖房シーズンイン点検

暖房シーズンイン試運転作業は令 和 ６ 年１１月末までに行うものとする。

⑤暖房シーズンオン点検

暖房期間中に１回実施するものとする。

⑥暖房シーズンオフ点検

令 和 ７ 年３月中に実施するものとする。

⑦簡易点検

３か月に１回以上実施するものとする。なお、実施時期については、原則と

して、上記点検時にあわせて実施するものとする。

⑧定期点検

履行期限内に１回以上実施するものとする。なお、定期点検を実施すれば、

それをもって簡易点検を兼ねることができるものとする。

（４）不時の事故等により当庁舎等からの要請があった時に、直ちに技師を派遣し、

修理等対応出来るよう体制をとっておくこと。

４．その他

（１）業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注

意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに

原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。

（２）業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。

（３）作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。

（４）作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。



１．対象機器

①京都運輸支局

名 称 能力 規 格 ﾒｰｶｰ 型 式 台数

吸収冷温水機 吸収式冷温水機 １209.2 HAU-FH60CXR日立ジョンソ

ンコントロー(直だき吸収冷 kw
ルズ空調温水機

冷却塔 ダイキン １SKB-100R
ﾕﾆｯﾄｶﾞﾀ空気調和機 ダイキン １CH-140EK
ﾕﾆｯﾄｶﾞﾀ空気調和機 ダイキン １CH-100EK
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ １川本製作所 GEL-80X656M-4M7.5
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ １川本製作所 GEL-65X506M-4M5.5

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 空冷ヒートポンプエ （定格 １40.0k RAS-AP400SSR日立ジョンソ

調和機 アコン 出力： ）w 8.92kwンコントロー

ルズ空調

室内機 〃 ２RCID-GP71K2
〃 〃 ２RCID-GP80K2
〃 〃 １RCID-GP56K2

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 〃 （定格 １56.0k RP-AP450RHVP3
調和機 出力： ＋ ）w 6.0kw 4.4kw
ﾙｰﾑｸｰﾗｰ ダイキン ＊ １3.2kw S32AMV

（定格出力： ）0.95kw
＊印： 第一種特定製品」「

②京都南自動車検査場

名 称 能力 規 格 ﾒｰｶｰ 型 式 台数

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 三菱電機 ＊ １40.0 PW-315
調和機 （定格出力： ）KW 7.5kw

室内機 １日立ジョ RP-AP450HVP1
ンソンコ

ントロー

ルズ空調

室外機 〃 １RCR-AP224HV2
〃 〃 〃 １

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ダイキン ＊ ２14kw SRY5HAVE
調和機 （定格出力： ）3.8kw
鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ 昭和鐵工 １70000 303L

kcal/h（蒸気又は温

水）

＊印： 第一種特定製品」「



【 】別紙２

消防設備点検保守業務仕様書

１．業務場所

京都運輸支局及び京都南自動車検査場

２．業務内容

・庁舎内等に設置された、消防設備の点検保守業務を実施し、常に関係法令に適合す

るよう当該設備を維持管理するものとする。

・本業務は「消防法 「同法施行令 「同法施行規則」及びこれに基づく告示等に」、 」、

定めるところにより実施するものとする。また、関係官公庁に対して諸手続きが必

要な場合は、受注者において迅速に対応するものとする。

・点検を行うにあたっては、関係者と十分協議して危害発生の防止を図るとともに当

該点検に係る設備の概要、状態等を十分把握して行うこと。

３．作業要領

（１）消防用設備の点検は「消防用設備等の点検の基準及び消防設備等点検結果報告

書に添付する点検表の様式（昭和５０年１０月１６日）消防庁告示第１４号 」）

及び「消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて

行う点検の期間、点検の結果についての様式（昭和５０年４月１日消防庁告示第

３号 」に定めるところにより適正に処理を行い、必要に応じ、保守、修理その）

他の措置を講ずるものとする。

（２）点検設備

点検設備別紙のとおり

（３）点検周期

機器点検：年１回 （原則令 和 ６ 年５月に実施）

総合点検：年１回 （原則令 和 ６ 年１１月に実施）

４．その他

（１）業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注

意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに

原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。

（２）業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。

（３）作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。

（４）作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。



点検設備別紙

・京都運輸支局

名 称 単位 数量

[自動火災報知設備]

受信機 型１級 台 １P
差動式スポット型熱感知器 個 ６８

定温式スポット型熱感知器 個 ６

光電式スポット型煙感知器 個 １１

型１級発信器 個 ３P
音響装置（電鈴） 個 ５

常用電源 蓄電池設備 式 １

[消防器具]

粉末消火器加圧式１０型 本 １６

・京都南自動車検査場

名 称 単位 数量

[自動火災報知設備]

非常警報装置（通常盤） 台 ２

[消防器具]

粉末消火器加圧式２０型 本 ６



【 】別紙３

自家用電気工作物保安管理業務仕様書

業務場所及び対象施設１．

Ⅰ．名 称 京都運輸支局

対象施設 需要設備

①設備容量 ４２５ｋＶＡ

②受電電圧 ６，６００Ｖ

Ⅱ．名 称 京都運輸支局京都南自動車検査場

対象施設 需要設備

①設備容量 ２００ｋＶＡ

②受電電圧 ６，６００Ｖ

２．業務範囲

近畿運輸局が設置する電気事業法第３８条第４項に規定する自家用電気工作物に

ついて、同法第４３条に基づく同法施行規則第５２条第２項の規定により「保安管

理業務」を委託するものとする。

３．作業要領

（１）次の各号により、保安規程に基づき電気工作物の保安管理業務を実施する者（以

下 「保安業務担当者」という ）が自ら実施するものとする。、 。

①対象施設の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結

果を報告するとともに経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準を定める

省令（以下、技術基準といいます ）の規定に適合しない事項又は適合しないお。

、 。それがあるときは とるべき措置について施設管理者等に指示又は助言すること

②電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生するおそれがある場合におい

て、施設管理者等もしくは電力供給者等より通知を受けたときは、事故原因を探

し、応急措置及び、再発防止につきとるべき措置を施設管理者等に指示又は助言

するとともに、必要に応じて臨時点検を行う。尚、施設管理者等から事故発生時

の緊急出動の依頼があったときは休日、夜間に拘わらず緊急出動するものとし、

これに伴う費用は自己負担とする。

③電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を

行う必要がある場合は、施設管理者等に事故報告を行うよう指示するとともに、

事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと｡

④電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。

⑤電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督部長への提出書

類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。

⑥電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必

要に応じそのとるべき措置について施設管理者等に報告すること。



⑦電気工作物の設置又は変更の工事について、施設管理者等の通知を受けて、工事

期間中の点検を行い、その結果を報告するとともに技術基準の規定に適合しない

又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措置について施設管理者等に

指示又は助言すること。

（２）使用機器及びそれに付随する配線器具等については （１）によるほか、施設管、

理者等が確認を行うものとする。

（３）点検と絶縁監視装置

①定期的に行う点検内容及び頻度は別表「点検基準」のとおりとし、技術基準への

適合状況の確認を行うこととし、主要な事項の取扱いは次のとおりとする。

ア．月次点検 月１回

電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施。ただし、設備の状

況により、運転を停止して点検する場合は施設管理者に事前に協議し実施する

こと。

イ．年次点検 年１回

停電により設備を停止状態にして１年に１回以上実施。ただし、信頼性が高

く、かつ、別表「点検基準」と同等と認められる点検が１年に１回以上実施さ

れ、その結果が良好である機器については、施設管理者、受注者協議の上、停

電により設備を停止状態にして実施する点検を３年に１回以上とすることがで

きるものとする。また、年次点検は当該月の月次点検を含む。

ウ．前項の信頼性が高いとは次の要件を満足するものとする。

経済産業省告示第２４９号第４条第７号において規定されている設備条件を満

たすものであって、設備更新推奨時期を超えていないもの。

エ 「点検基準」と同等と認められる点検とは、前項の要件を満たしていること．

を確認するとともに、同別表備考において示した点検をいう。

オ．定期点検のための執務時間は、別表「点検基準」の各項目について実施し、

かつ、その結果取るべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とする。

カ．定期点検時には別表「点検基準」に記載の点検のほか、施設管理者等に、日

常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合

は、保安業務担当者としての観点から点検を行うものとする。

（ 、 。）②低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置 以下 低圧絶縁監視装置という

を設置した場合については、協議のうえ、月次点検を隔月１回以上とすることが

できるものとする。尚、設置する低圧絶縁監視装置は「公共建築工事標準仕様書

（電気設備工事編、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）の「絶縁監視装置」の

仕様を満たした低圧絶縁監視装置を設置すること。

４．保安業務担当者の資格等

（１）保安業務担当者は次の条件を満たす従業員とすること。

ア、就業規則に定められた職員、特別職員、嘱託、契約員であること。

イ、常時勤務場所に出勤し、保安管理業務に従事していること。

（２）電気工作物の保安管理業務を実施する保安業務担当者には、電気事業法施行規則



に適合する者とする。

（３）保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、施設

管理者等の求めに応じ提示すること。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

（４）保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下 「保安業務従事者」、

という ）に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。。

（５）保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理

業務の実施を補助させることができるものとする。

（６）保安業務担当者を明確にするため、受注者は、前各項で定める保安業務担当者並

びに保安業務従事者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を、

受注者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって施設管理者等に連絡し、施設

管理者等は面接等により本人の確認を行うこととする。

なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合も同様とする。

５．記録の保存

施設管理者等は、受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録（保安管理

業務を実施した保安業務担当者の氏名を含む ）等を確認するとともに、双方にお。

いて３年間保存するものとする。

６．機械器具・安全作業用具

（ ） 、 。１ 定期点検等に使用する機械器具・安全作業用具は 次に該当するものであること

ア．機械器具

①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③電流計 ④電圧計 ⑤低圧検電器 ⑥高圧検電

器 ⑦継電器試験装置 ⑧絶縁耐力試験装置

イ．安全作業用具

①電気用安全帽 ②電気用ゴム手袋 ③電気用長靴 ④安全帯 ⑤短絡接地器具

（２）測定器具は年１回以上の校正試験を実施したものを使用すること。また、校正試

験記録を作成保管し、施設管理者等の要請があれば校正試験記録を提出すること。

（３）安全作業用具は労働安全衛生関係法令に定める定期自主検査（６ヶ月に１回以上

の耐圧試験）を実施したものを使用すること。また、定期自主検査の記録を作成保

管し、施設管理者等の要請があればその記録を提出すること。

７．受電設備保険の加入

落雷、洪水、河川の氾濫など突発的な電気機器損壊事故に対し、対象設備を

保障する保険に自己負担において加入すること。

８．大規模災害時の体制

大規模災害時等複数施設の電気工作物に事故が発生した場合においても、保安管

理業務を履行するために、適切な措置をとることができるよう体制をあらかじめ整

備しておくこと。



９．電気故障（事故）に関する対応

原則として、施設管理者等からの事故発生の連絡を受信してから 時間以内1
に保安業務担当者又は代務する技術者が事故発生場所に到達すること。

．その他10
（１）業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注

意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに

原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。

（２）業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。

（３）作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。

（４）作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。



別 表

点 検 基 準

電気工作物 巡視・点検・測定試験項目 月次 年次

点検 点検

引込線・ケーブル 外観点検 ○ ○

受電設備・配 電線 び支持物 絶縁抵抗測定 ○及

電設備 外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○

（第２受電設 断機・開閉器類 継電器との連動動作試験絶 ○遮

備以降を含 縁油試験 ○

む） 内部点検 ○

母線・断路器、計器用変成器 外観点検 ○ ○

避雷器・電力用コンデンサ 絶縁抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

変圧器 ○絶縁抵抗測定

○絶縁油試験

内部点検 ○

外観点検 ○ ○

配電盤・制御回路 絶縁抵抗測定 ○

保護継電器の動作特性試 ○

験

計器校正 ○

接地装置 外観点検 ○ ○

接地抵抗測定 ○

動機・電熱装置 外観点検 ○ ○

電気使用場 電気溶接機・照明設備配線及 絶縁抵抗測定 ○

所の設備 び配線器具 接地抵抗測定 ○

その他の電気機器類接地装置 漏洩電流測定 ○ ○



【別紙４】

エレベーター保守点検業務委託

１．業務場所及び保守点検設備

名 称 京都運輸支局

対象設備 別紙のとおり

２．業務内容

（１）保守点検（フルメンテナンス方式）

①点検内容

エレベーターが安全かつ良好な運転状態を保つよう、次の点検項目について、

異常の有無、修理を要する物等に区分し、点検を実施し、不良箇所の発見、事故

防止等に万全を期すること。

②点検項目

・かご関係

走行状態、内装、照明、ファン、外部連絡装置、停電灯装置、操作盤、表示

ランプ、戸閉め安全装置

・乗場関係

かご着床状態、戸の開閉状態、戸と敷居の状態、呼びボタン、表示ランプ、

外部開放装置

・昇降路関係

巻上機、モーター、ブレーキ、制御盤、受電盤、調速機、そらせ車、戸開閉

装置、ガイドシュー、注油器、ガイドレール、着床装置、主ロープ、調速機

ロープ、つり合いおもり、ドアスイッチ、ドアインターロックスイッチ、上

・下部リミットスイッチ、非常止め装置、移動ケーブル、配線、配管、緩衝

器、調速機ロープテンション、かご上・昇降路・ピット環境状態。

・その他

地震時管制運転装置、火災時管制運転装置、停電時自動着床装置、車椅子仕

様運転、視覚障害者対策（音声合成オートアナウンス）装置

③点検方法

点検項目について、毎月１回以上点検を行うものとする。

（２）法定定期検査

建築基準法第１２条に基づく年１回の定期検査（エレベーターの損傷、腐食そ

の他の劣化の状況の点検を含む）を実施する。

（３）緊急時の対応

施設管理担当者から緊急連絡があった場合、各施設に６０分以内に作業員を派

遣し、迅速に点検、調整、修理を実施し、エレベーター設備を正常化させるもの

とする。



３．点検及び修理作業員

作業員は、十分に専門教育を受けた実務経験豊かな技術者であること。

法定点検・検査については、昇降機検査資格者が検査を行わなければならない。

４．保守等

機器が摩耗・劣化する前に、適切なメンテナンスを計画的に実施し、点検・調整及

び部品の取り替えを行う。

ただし、次の場合は発注者の負担とする。

（ア）発注者の不注意、不適切な使用・管理によるとき。

（イ）天災地変その他自然災害による故障。

（ウ）発注者の都合による工事又は模様替え等で、設備の移転又は改修を必要とす

るとき。

（エ）塗装、めっき直し、意匠部分の取替及び清掃。

５．作業時間

作業は平日の９時から１７時までの間に行うものとし、停止時間が著しく長くなる

と見込まれる場合は別途協議のうえ行うものとする。

６．その他

（ ） 、 、１ 業務の遂行に当たっては 当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し

万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復するこ

ととし、それに要する費用は、請負者の負担とする。

（２）業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。

（３）作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。

（４）作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。



保守点検設備

メーカー シンドラーエレベーター

規 格 Ｐ－１３－ＣＯ－４５－３Ｔ １基

用 途 乗用エレベーター

積 載 ９００ｋｇ 定員 １３名

速 度 ４５ｍ／ｍｉｎ

停止階数 １・２・３階 計３カ所停止



【別紙５】

庁舎室内環境測定業務仕様書

１．対象場所

・対象場所：京都運輸支局及び京都南自動車検査場 庁舎内各事務室

・測定箇所：３階 ２カ所（別添図面のとおり）

２階 ２カ所（別添図面のとおり）

１階 ３カ所（別添図面のとおり）

２．業務内容

上記場所にて、人事院規則１０－４第１５条に基づく「労働安全衛生規則」並びに

「事務所衛生基準規則」に定める

（１）一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率

（２）浮遊粉じん量

（３）室温及び外気温

（４）相対湿度

（５）気流

（６）照度

の測定を２ヶ月に１回行い、常に関係法令に適合するように事務室等を衛生上良好

な状態に保つものとする。

３．作業基準及び要領

（１） 測定業務は１ヵ所につき２回実施するとともに、その結果を記録して、監督職員

に提出し、業務履行の確認を受けるものとする。

（２） 測定業務は、事務室の通常使用時間中に行うこととし、実施場所、日時について

は、予め監督職員の承認を得るものとする。

（３） 測定点（外気温を測定するための測定点を除く ）は、各事務室の床上７５ｃｍ。

以上１２０ｃｍ以下の位置１ヶ所以上とする。

（４） 測定するに当たり使用する測定器は、関係法令に規定する測定器を使用するもの

とする。

（５） 測定場所で測定値の異常を発見した時は、直ちに監督職員まで連絡するものとす

る。



【 】別紙６

受水槽保守管理業務仕様書

１．業務場所

京都運輸支局

２．業務内容

当庁舎の受水槽を「水道法 「水道法施行令」及び「水道法施行規則」並びに「ビ」、

ル管理法」等関係法令に基づき清掃・水質検査及び保守点検等を実施し建築物の良好

な環境を保守するものとする。

３．作業要領

（１）対象設備

受水槽 ３．７５㎥

（２）清掃

、 、 。関係法に基づき 原則 令 和 ６ 年９月３０日までに１回実施するものとする

なお、作業については施設管理担当者の指示に従い、衛生的に実施すること。

４．その他

（１）業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注

意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに

原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。

（２）業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。

（３）作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。

（４）作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。



【 】別紙７

庁舎清掃業務

１．業務場所

京都運輸支局及び京都南自動車検査場、並びに独立行政法人自動車技術総合機構

近畿検査部京都事務所 自動車検査場（近畿運輸局京都運輸支局敷地内 （独立）

自動車検査場においては、日常清掃の行政法人自動車技術総合機構京都事務所の

うち、便所・洗面室の清掃のみ）

２．業務内容

当庁舎の施設内外部の床等の清掃、窓ガラスの清掃業務を行い、自動車検査場に

おいては施設内のトイレ・洗面所等の清掃を行い、施設の定期環境衛生の確保、美

観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備する。

３．作業の内容

○日常清掃

（１）清掃日 庁舎閉庁日を除く毎日（独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部

京都事務所の自動車検査場トイレにおいては週２回 （作業時間は、原）

則として８時３０分から（３）の作業終了までとするが、開始時間は、

監督職員と協議の上決定すること ）。

（２）清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり

（３）作業内容

①床面清掃は掃き掃除又は掃除機による清掃を行い、床面に液体のこぼし物跡、足

跡等がある場合、その都度部分的もしくは全体の水拭き清掃を行う。

②ゴミ箱、灰皿の内容物収集、それら容器の洗浄・集積場へのゴミ搬出、集積場の

掃き掃除。

③階段手摺、扉、金属部分の雑巾による清掃、玄関ガラスドア・風除ガラスの手油

等、目立つ汚れの拭き取り。

④便所・洗面室の清掃

・衛生陶器、洗面台等の清掃、鏡拭き、金属部分の清掃。

・床面清掃はゴミを掃き取り、水と洗剤を撒き、デッキブラシ、モップや雑巾等

により清掃した後、汚水を水で流し、乾拭きをする。

水を流せない所は汚水を拭き取った後、二度の水拭きをして、後に乾拭きを

する。

・汚物入れの汚物処理、汚物入れ容器の洗浄。

・洗面所は水や洗剤等を使用しスポンジやたわし、雑巾等で洗浄し、特に汚損が

ひどい場合は、塩、酸等環境にあった洗剤等を用いて洗浄し、排水溝の汚れ、

ゴミ、詰まりについても解消すること。

・扉、間仕切り、壁面の拭き掃除。



・トイレットペーパー、石鹸等、衛生消耗品の確認、補充。

○定期清掃

（１）清掃日 ５・８・１１・２月（年４回）

清掃実施日は原則として閉庁日とし、日時はあらかじめ現場担当者と協議のうえ

決定する。なお、現場担当者と協議のうえ、清掃実施日を平日の業務終了後に行う

ことができるものとする。

、 、 。なお 委託者側に特別な事情がある場合において 実施月を変更することがある

（２）清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり

（３）作業内容

①床面清掃

・掃除機等により掃き掃除を行い、ゴミ、塵、埃を除去し、ポリッシャー（中性

洗剤を使用する）により洗浄を行う。

・洗浄後、モップ等により水拭きを行い乾燥させる。

・床面が乾燥後、ワックスを塗布し、乾燥させ仕上げる。

ワックスは床面に合った物を使用すること。

②客溜まりの椅子、事務室等の椅子や応接セット等、移動できる物は移動させて清

掃し、清掃終了後は元の位置に戻すこと。

○窓ガラス清掃

（１）清掃日 ５・８・１１・２月（年４回）

清掃実施日は閉庁日又は平日の業務時間中とし、日時はあらかじめ協

議のうえ決定する。

なお、委託者側に特別な事情がある場合において、実施月を変更する

ことがある。

（２）清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり

（３）作業内容

①洗剤を用いて汚れを落とし、水切りを行い、乾布等で仕上げの乾拭きをし、乾燥

させること。

②作業終了後には、必ず窓の施錠をすること。

○支局北側門扉の解錠開門業務（京都運輸支局のみ）

（１）解錠日 庁舎閉庁日を除く毎日（解錠開門時間は、原則として８時３０分ま

でとするが、監督職員と協議の上決定すること ）。

（２）解錠開門場所 別添図面箇所のとおり

（３）作業内容

①協議の上決定された時間までに指定された門扉の鍵を解錠し、手動で門扉を開門

すること。

②解錠した鍵は総務企画部門の職員へ清掃作業終了時までに渡すこと。



５．注意事項

（１）作業員には本仕様書及び清掃作業に必要な事項を十分に会得させること。

（２）作業の実施にあたり、業務の支障にならないようにすること。

特に、平日業務時間中は来客者の往来が多いため、十分配慮すること。

なお、作業員が庁舎内秩序等を乱すと認められる場合は、受注者に対して、その変

更を命ずるものとする。

（３）作業の実施に際し、建物、工作物、機材、備品等に損傷を与えないように十分に注

意すること。

損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、受注者の責において

完全に復旧すること。

（４）清掃作業に必要な機械器具及び清掃資材、消耗品等は、全て受注者において準備す

ること。

、 （ ） 。ただし ゴミ袋・トイレットペーパー・手洗い用洗剤 石鹸 は発注者が支給する

（５）清掃業務遂行のために要する電気、水道、ガスの設備は無償で使用させる。

（６）業務の執行上知り得た業務内容や個人情報等を、他に漏らしてはならない。



別紙清掃業務

履行場所 清掃作業 面 積 清掃場所

京都運輸支局 日常清掃 ５４８．７０ 玄関ホール・廊下等交通部分・待合

㎡ ロビー・階段・便所・台所等

定期清掃 ４５３．６０ 玄関ホール・廊下等交通部分・待合

㎡ ロビー・階段等

窓ガラス清掃 １６９．２０ 外窓ガラス

㎡

京都南自動車検査場 日常清掃 １４１．００ 玄関ホール・廊下等交通部分・待合

㎡ ロビー・階段・便所・事務室等

定期清掃 １８０．００ 玄関ホール・廊下等交通部分・待合

㎡ ロビー・階段・便所・事務室等

窓ガラス清掃 ８６．８０㎡ 外窓ガラス

別紙 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所自動車検査場トイレ清
掃業務

履行場所 清掃作業 面積 清掃場所
独立行政法人 日常清掃 ５．３８㎡ 男子トイレ（洋式２・洗面
自動車技術総合 所１）
機構
近畿検査部京都
事務所
自動車検査場



【 】別紙８

廃棄物収集運搬業務仕様書

１．業務場所

京都運輸支局及び京都南自動車検査場

２．業務内容

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守し、京都運輸支局及び

、 、 、京都南自動車検査場で発生する事業系一般廃棄物 産業廃棄物 資源ゴミを搬出し

適正に処理する。

３．実施要件

以下の要件を備えたものであること。

ただし （エ）については、京都運輸支局で発生する廃棄物の処理の要件とする。、

（ア）貨物自動車運送事業法第３条または第３５条の許可を受け若しくは第３６条

の届出をしていること。

（イ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、同法)に基づき一般廃棄物の収集

運搬業の許可を取得している者であること。

（ウ）同法に基づき産業廃棄物の収集運搬業（本仕様書記載の廃棄物の種別の全て

について）の許可を取得している者であること。

（エ）同法に基づき産業廃棄物の処分業（本仕様書記載の廃棄物の種別の全てにつ

いて）の許可を取得している者であること。

なお、上記の要件は業務期間内において継続されること。

４．作業要領

・契約にあたり、３．実施要件（ア （イ （ウ （エ）に係る許可証等の写しを）、 ）、 ）、

速やかに提出すること。

・対象廃棄物の予定数量は以下のとおりとする。ただし、予定数量は確定数量ではな

いため、増減があっても異議を申し立てないものとする。

①京都運輸支局

（１）事業系一般廃棄物

・一回のゴミ収集量７０Ｌのポリ袋５袋

・行政機関の休日を除く毎日収集

・年間予定数量 ８５，４００Ｌ

（２）産業廃棄物

・年間予定数量 ８４０Ｌ

（３）資源ゴミ

・年間予定数量 ７，５６０Ｌ



②京都南自動車検査場

（１）事業系一般廃棄物

・一回のゴミ収集量７０Ｌのポリ袋１袋

・週１回(金曜日)収集

・年間予定数量 １７，０８０Ｌ

（２）産業廃棄物

・年間予定数量 ２００Ｌ

（３）資源ゴミ

・年間予定数量 １，５１２Ｌ



空気環境測定

風除室 風除室
客溜

　

 
書庫 通路 事務室(登録・整備）  

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾕｰｻﾞｰ
階段 　 ｺｰﾅｰ

湯沸室  
車庫 便所 便所 倉庫

便所 便所 更衣室 書庫 階段
仮眠室 便所

 

京都 1　階　



階段 　
客溜

         機械室
　 事務室（独法）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 通路 　 　
　 事務室（輸送・整備）

　
階段

更衣室
　　　電気室 　

　 便所 便所 　　
更衣室　 更衣室聴聞室 聴聞室 書庫 湯沸室　 浴室

浴室

京都 ２　階　



階段 通路

会議室 行政相談室 物品庫
事務室（総務） 支局長室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
　

廊下

湯沸室
第１会議室 第２会議室 便所

　　 書庫
便所 階段

京都 ３　階　

　



日常清掃

風除室 風除室
客溜

　

 
書庫 通路 事務室(登録・整備）  

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾕｰｻﾞｰ
階段 　 ｺｰﾅｰ

湯沸室  
車庫 便所 便所 倉庫

便所 便所 更衣室 書庫 階段
仮眠室 便所

 

京都 1　階　



階段 　
客溜

         機械室
　 事務室（独法）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 通路 　 　
　 事務室（輸送・整備）

　
階段

更衣室
　　　電気室 　

　 便所 便所 　　
更衣室　 更衣室聴聞室 聴聞室 書庫 湯沸室　 浴室

浴室

京都 ２　階　



階段 通路

会議室 行政相談室 物品庫
事務室（総務） 支局長室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
　

廊下

湯沸室
第１会議室 第２会議室 便所

　　 書庫
便所 階段

京都 ３　階　

　



日常清掃　便所・洗面室清掃独立行政法人　自動車検査独立行政法人　京都事務所　自動車検査場

検査コース

男女トイレ
休憩室 男女トイレ



　　　　　N

敷地境界線

道
路
境
界
線

倉庫

道路境界線 前面道路　（府道　中山稲荷線）正門(南門)

敷地境界線

敷
地
境
界
線

自
転
車
置
場

敷
地
境
界
線

前
面
道
路
（
市
道
）

敷
地
境
界
線

庁舎

検査場

敷地境界線

敷
地
境
界
線

門扉(北門)
敷地境界線

敷
地
境
界
線

道
路
境
界
線 敷地境界線

敷地境界線



定期清掃

風除室 風除室
客溜

　

 
書庫 通路 事務室(登録・整備）  

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾕｰｻﾞｰ
階段 　 ｺｰﾅｰ

湯沸室  
車庫 便所 便所 倉庫

便所 便所 更衣室 書庫 階段
仮眠室 便所

 

京都 1　階　



階段 　
客溜

         機械室
　 事務室（独法）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 通路 　 　
　 事務室（輸送・整備）

　
階段

更衣室
　　　電気室 　

　 便所 便所 　　
更衣室　 更衣室聴聞室 聴聞室 書庫 湯沸室　 浴室

浴室

京都 ２　階　



階段 通路

会議室 行政相談室 物品庫
事務室（総務） 支局長室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
　

廊下

湯沸室
第１会議室 第２会議室 便所

　　 書庫
便所 階段

京都 ３　階　

　



京都 窓ガラス清掃

東立面図

西立面図

南立面図 北立面図



空気環境測定

　 休憩室(独法）
機械室 書庫 浴室 更衣室

通路 湯沸室

 
車庫  

倉庫 　 階段 事務室

　
通路 事務室(独法)

　
手洗所 便所 手洗所 客溜まり

便所 便所 風除室

 

京都南 1　階　
 



仮眠室
倉庫

階段
通路

会議室

京都南 ２　階　



日常清掃

　 休憩室(独法）
機械室 書庫 浴室 更衣室

通路 湯沸室

 
車庫  

倉庫 　 階段 事務室

　
通路 事務室(独法)

　
手洗所 便所 手洗所 客溜まり

便所 便所 風除室

 

京都南 1　階　
 



仮眠室
倉庫

階段
通路

会議室

京都南 ２　階　



定期清掃

　 休憩室(独法）
機械室 書庫 浴室 更衣室

通路 湯沸室

 
車庫  

倉庫 　 階段 事務室

　
通路 事務室(独法)

　
手洗所 便所 手洗所 客溜まり

便所 便所 風除室

 

京都南 1　階　
 



仮眠室
倉庫

階段
通路

会議室

京都南 ２　階　



京都南 窓ガラス清掃

北立面図

南立面図

西立面図 東立面図


